
【NSW 州】シドニー大都市圏における外出制限令関連規制の更なる強化（７月３０日

（金）午前０時１分以降） 

 

【ポイント】 

●シドニー大都市圏内の西部及び南西部に位置する８市（Fairfield、Liverpool、

Canterbury-Bankstown、Cumberland、Blacktown、Parramatta、Georges River、

Campbelltown）の在住者は、７月３０日（金）午前０時１分以降、屋外外出時はいかな

る場合でもマスクを着用する必要があります。また、食品等必要不可欠な買い物等の

理由により外出する場合の移動は、自宅から５キロ圏内に限定されます。 

●当館の領事窓口は８月２７日（金）までの間、通常どおり開館しますが、シドニー大

都市圏に在住の方は真に急を要する場合のみ、特に上記８市在住の方は緊急・人道

案件など特別な事情のある場合のみ、来館いただきますようお願いいたします。また、

上記８市在住の方が来館を希望される場合には、NSW 州政府により市外への移動

が厳しく制限されていますので、事前に当館までお電話（02-9250-1000）にてご相談

願います。 

 

【本文】 

１ シドニー西部地域を中心に新型コロナウイルスの市中感染が引き続き拡大してい

る状況を受けて、NSW 州政府は、NSW 州内の現行規制を更に強化すると発表しまし

た。シドニー大都市圏内の西部及び南西部に位置する８市（Fairfield、Campbelltown、

Canterbury-Bankstown、Cumberland、Blacktown、Georges River、Liverpool、

Parramatta）の在住者に対して、７月３０日（金）午前０時１分以降、以下の規制が適

用されます。 

（１）屋外外出時は、他者との距離如何に拘わらず、いかなる場合でもマスクを着用す

る必要があります。 

（２）下記３点を目的として外出する場合の移動は、自宅から５キロ圏内に限定されま

す。 

ア 食品等必要不可欠な買い物（地元で入手できない場合を除く） 

イ 屋外での運動 

ウ 一人暮らしの人の訪問（一人暮らしの人は、予め家族や友人の一人を指定し、そ

の人の訪問を受けることが可能）  

 

２ 当館の領事窓口は８月２７日（金）までの間、通常どおり開館しますが、シドニー大

都市圏に在住の方は真に急を要する場合のみ、特に上記８市在住の方は緊急・人道

案件など特別な事情のある場合のみ、来館いただきますようお願いいたします。また、

上記８市在住の方が来館を希望される場合には、NSW 州政府により市外への移動



が厳しく制限されていますので、事前に当館までお電話（02-9250-1000）にてご相談

願います。 なお、ご自身が在住する市（LGA）は以下のサイトで確認できますのでご

活用ください。 

https://www.olg.nsw.gov.au/public/find-my-council/ 

 

○NSW 州政府ウェブサイト 

（７月２９日付 Facebook 告知） 

https://www.facebook.com/NewSouthWalesHealth/photos/a.232420926957256/164

7383535460981/ 

（指定８市に関する規制概要） 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/affected-area 

（NSW 州公衆衛生令（７月２９日更新）） 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/public-health-orders.asp

x 

（新型コロナウイルス情報） 

https://www.nsw.gov.au/covid-19 

 

〇当館ウェブサイト（外出制限下での当館領事窓口ご利用に関するお願い） 

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/files/100214153.pdf 

 

【在シドニー日本国総領事館】  

Consulate-General of Japan in Sydney  

 Level 12、 1 O'Connell Street、  

Sydney NSW 2000 Australia  

代表電話（61-2）9250-1000  

 Fax（61-2）9252-6600  

 Web：https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  

 Email：japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp  

 

※このメールは在留届、たびレジ、総領事館メールマガジン配信登録／読者登録に 

登録されたメールアドレスに配信されております。 

 

※「たびレジ」に簡易登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の 

URL から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth  

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete  
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※「メールマガジン」に登録された方でメールの配信を変更・停止したい方は、以下の 

URL から手続きをお願いいたします。 

（変更）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/modify?emb=sydney.au  

（停止）https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=sydney.au 


